　　　高齢者等eスポーツ事業補助金交付要綱
（趣旨）

第１条　この要綱は，高齢者等eスポーツ事業補助金の交付に関し，小松市補助金交付規則（昭和45年小松市規則第19号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。

　（目的）

第２条　この要綱は，高齢者のeスポーツ（コンピュータゲーム，ビデオゲームを使って対戦等を行うスポーツ競技をいう。以下同じ。）参加を促進することにより，参加者の認知機能及び身体的機能の向上を図り，もって介護予防を推進することを目的とする。
（補助金の交付）

第３条　原則月１回以上，次条に規定する団体単位で行われるeスポーツの実施に対し，高齢者等eスポーツ推進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付する。
　（補助対象者）

第４条　補助金の交付対象者は，次の全ての要件に該当する団体とする。
⑴　本市の地域単位で組織された団体であること。

⑵　団体の構成員は，おおむね小松市に住所を有する高齢者であること。

⑶　定期的に活動し，かつ，月に１回以上eスポーツを実施している，又は，今後実施する予定であること。
　（補助対象経費）　
第５条　補助金の交付対象経費は，eスポーツで使用するための機器等であって，次のいずれかに該当するものの購入に係る経費とする。
⑴　ゲーミングデバイス（パソコン，家庭用ゲーム機，タブレット端末等をいう。以下同じ。）
⑵　ゲームソフト（パッケージ版であって，かつ，この要綱の目的に照らし適切な内容のものに限る。）
⑶　ゲーミングデバイスの周辺機器（ゲーミングデバイスを購入する予定である場合又は既に所有している場合に限る。）
⑷　その他eスポーツで使用するものとして認められるもの
２　次の経費は，補助金の交付対象経費とすることができない。

⑴　前項の機器等の定価を上回る金額での購入に係るもの
⑵　ゲームソフトのダウンロード購入に係るもの
⑶　ゲーミングデバイスをネットワーク接続するための機器等の購入に係るもの

⑷　前項の機器等の延長保証，設置工事，修理等に係るもの
⑸　その他eスポーツで使用するために必要な機器等と認められないもの

（補助金額等）

第６条　補助金の額は，補助対象経費の３分の２以内の額（１円未満端数切捨）であって，50,000円を上限とし，予算の範囲内とする。
　（交付決定に付す条件）　
第７条　市長は，補助金の交付に関する規則第7条の決定に同条各号及び購入する機器等に関し，次に掲げる条件を付すものとする。
⑴　補助対象者がeスポーツ活動を行うときに使用できるよう適切に管理すること。

⑵　原則として補助対象者が団体での活動を行う場所で使用すること。
　（確定に付す条件）
第８条　市長は，補助金の交付に関する規則第14条の確定に規則第20条の規定により，補助金により取得した財産の処分を制限するものとする。
　（手続きに関する規則の適用）

第９条　市長は，補助金の交付申請から補助金の額の確定までにつき，規則第５条から第14条までの規定を適用し，規則第16条の規定は適用しない。
２　市長は，第４条の補助対象者が課税事業者ではないことから，規則17条本文の規定を適用しない。
３　市長は，規則第15条ただし書きの規定による補助金の概算払をすることができるものとする。
４　市長は，規則第９条の規定による変更申請を認めるものとする。
　（様式）

第10条　市長は，規則の規定にかかわらず，次の各号の補助金の交付申請等の手続に関する様式をそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
　⑴　規則第５条の交付申請　高齢者等eスポーツ推進事業補助金交付申請書（様式第１号）
　⑵　規則第９条の変更申請　高齢者等eスポーツ推進事業補助金交付変更申請書（様式第２号）
　⑶　規則第13条の実績報告　高齢者等eスポーツ推進事業補助金実績報告書（様式第３号）
　（委任）

第11条　この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，市長が別に定める。
　　　附　則
　この告示は，令和６年７月１日から施行する。
様式第１号（第10条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（あて先）小松市長

住　所

氏　名
※署名又は記名・押印

連絡先
高齢者等eスポーツ推進事業補助金交付申請書
　高齢者等eスポーツ推進事業補助金交付要綱の規定に基づき，下記のとおり関係書類を添えて申請します。
１　補助事業の目的

２　補助事業の内容

３　補助事業の完了予定期日

４　交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎
５　補助事業の経費の配分及び経費の使用方法

６　添付書類
様式第２号（第10条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（あて先）小松市長

住　所

氏　名
※署名又は記名・押印

連絡先
高齢者等eスポーツ推進事業補助金交付変更（中止・廃止）申請書
　　　年　　月　　日付け小松市指令第　　号をもって補助金の交付の決定があった事業の内容を変更（中止・廃止）したいので，下記のとおり関係書類を添えて申請します。
１　交付決定済額　　　金　　　　　　　　　　円
２　変更後申請額　　　金　　　　　　　　　　円
３　変更の内容
４　変更の理由
５　添付書類
様式第３号（第10条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（あて先）小松市長

住　所

氏　名
※署名又は記名・押印

連絡先
高齢者等eスポーツ推進事業補助金実績報告書
　　年　　月　　日付け小松市指令第　　号をもって補助金の交付の決定があった事業は，次のとおり完了したので報告します。
１　補助金の交付決定額　　金　　　　　　　　　円

２　補助金の精算額　　　　金　　　　　　　　　円
３　補助事業の実施期間
４　補助事業の成果
５　添付書類
